
愛知県立豊野高等学校同窓会会則 

 

第１章 総 則 

第１条 本会は愛知県立豊野高等学校同窓会と称する。 

第２条 本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目

的とする。 

第３条 本会は第２条の目的を達成するため必要なすべての事業を行う。 

第４条 本会の事務局を愛知県立豊野高等学校内に置き、会員多数の地方又は職

域に支部を置くことができる。 

第５条 本会は下記の会員をもって組織する。 

１ 正 会 員 愛知県立豊野高等学校卒業生及びかつて本校に 

在校し本校が認めたもの。 

    ２ 特別会員 愛知県立豊野高等学校職員及びかつて本校に在 

職した職員とする。 

    ３ 名誉会員 本会が推薦した者。 

 

第２章 役 員 

第６条 本会は次の役員を置く。 

１ 会 長 １名（正会員） 

２ 副会長 ３名（正会員）  

３ 書 記 ３名（正会員：２、母校職員：１） 

４ 会 計 ３名（正会員：２）  

５ 監 査 ２名（正会員）  

６ 理 事 若干名  

７ 幹 事 各卒業年度から２名 

第７条 現在の校長を含む顧問若干名（正会員：３、母校職員：１）を置くこと

ができる。 

第８条 本会の役員は次のように選出する。 

１ 会長・副会長は幹事総会で選出し、総会で承認を得る。 

２ 理事及び監査は幹事総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。 

３ 書記、会計は各２名を理事から互選し、母校職員の中から各１名を

会長が委嘱する。  

４ 幹事は各回卒業生の中から選出する。任期は特に定めない。幹事は

後任を選出しないで辞任することができない。 

第９条 役員の任務は次のとおりとする。 

１ 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長不在又は執務不能の場合、その職務を

代行する。 

３ 理事は理事会を組織し、企画の審議・会務の運営を行う。 

４ 書記は本会の記録・会員名簿その他についての記録及び保管などの

庶務にあたる。 

５ 会計は本会の資金を保管し経費の支払いなどの会計事務を行う。 

６ 監査は会計を監査するとともに総会において報告する。 

７ 幹事は本会の重要事項を協議し、各自所属の卒業年次の事務を取り

扱う。 

８ 顧問は会長の諮問に答える。 

第１０条 役員の任期は幹事をのぞき１か年とし、定期総会から次の定期総会

までとする。ただし、再選は妨げない。  



第３章 会 議 

第１１条 本会は、次の会議を行い、招集は会長が行う。 

    １ 総会 

        定期総会は、本会の最高決議機関であり、以下の事項を承認するため

毎年１回（11月の第 2土曜日に）開く。 

         ①前年度の収支決算 ②前年度の会務報告 ③本年度の予算 

         ④役員の選出 ⑤その他会長が認めた重要事項 

        ただし、必要により臨時総会を開くことができる。 

    ２ 理事会 

        会長、副会長、書記、会計、理事、顧問で構成し、本会の運営に関す

る一切の計画立案、及び緊急事項の処理にあたる。 

    ３ 幹事総会 

        重要事項の処理にあたる。理事会構成員に幹事を加えて開催する。 

 

第４章 委 員 

第１２条 委員は卒業年度毎に各クラスから互選により、２名選出し、連絡係及び名簿

係とする。任期は特に定めないが後任を選出しないで辞任することはできな

い。 

 

第５章 会 計 

第１３条 本会の経費は入会金及び寄付金をもってこれにあたる。ただし、総会費及び

臨時会費等はその都度徴収することができる。 

第１４条 本会正会員は入会に際して終身会費として金５，０００円を納入する。 

第１５条 本会の経費の支出は総会において決定された予算に基づいて行う。 

第１６条 理事会の承認があれば必要に応じて経費の支出を行うことができる。 

第１７条 本会の会計年度は１０月１日から翌年９月３０日とする。 

第１８条 会計報告は次年度の定期総会または会報において行う。 

 

第６章 付 則 

・会員は住所、氏名、勤務先等に変更があるときは速やかに事務局に 

報告しなければならない。 

   ・本会の会則変更は理事会の議決を経て、総会の承認を得なければならない。 

   ・本会則は平成２７年１１月１日から施行する。 


